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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータシステム用ガイドレールの製造方法であって、
　一片のシートメタルの少なくとも一部に保護層を被覆するステップと、
　次いで、前記一片のシートメタルを、少なくとも一つのガイド面を有するガイドレール
に成形するステップと、
　前記保護層の少なくとも一部を除去するステップと、
　を備え、
　前記成形ステップは、前記シートメタルが１８０°に折り曲げられて該シートメタルが
自身と接触する長さ部分を形成するように、少なくとも１つの屈曲部を形成することを含
み、前記少なくとも１つの屈曲部の形成前に、前記シートメタルが自身と接触する領域に
、前記保護層またはシーラントのうち少なくとも１つを被覆するステップをさらに含むこ
とを特徴とする、製造方法。
【請求項２】
　前記除去ステップは、前記ガイドレールから前記保護層の少なくとも一部を剥がすこと
を備えることを特徴とする請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記除去ステップは、溶剤を使用しないことを特徴とする請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記被覆ステップは、第１の保護層および第２の保護層を被覆することを備え、前記除
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去ステップは、前記第１の保護層の少なくとも一部を除去することを特徴とする請求項１
に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記保護層は、プラスチックシートであることを特徴とする請求項１に記載の製造方法
。
【請求項６】
　前記プラスチックシートは、接着性裏材を含むことを特徴とする請求項５に記載の製造
方法。
【請求項７】
　前記保護層は、シリコーン、アクリル、ポリウレタン、またはポリスルフィドのうち少
なくとも一つを備えたコーティングであることを特徴とする請求項１に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記保護層を切削するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の製造
方法。
【請求項９】
　前記切削ステップは、前記保護層を穿孔することを備えることを特徴とする請求項８に
記載の製造方法。
【請求項１０】
　エレベータシステム用のシートメタルのガイドレールであって、
　基部と、
　該基部から延在するブレード部と、
　を備え、前記ブレード部が、
　　前記エレベータシステムの案内装置または安全装置のうち少なくとも一つと係合する
第１の部分と、
　　前記エレベータシステムの案内装置または安全装置のうち少なくとも一つと係合する
とともに前記第１の部分と接触する、第２の部分と、
　少なくとも前記基部上に形成された一つ以上の保護層と、
　前記第１の部分と、前記第２の部分との間の前記接触する部分に形成された、保護層ま
たはシーラントのうちの少なくとも一つと、
　を含んだ、ガイドレール。
【請求項１１】
　前記第１の部分と前記第２の部分との間に屈曲部をさらに備えることを特徴とする請求
項１０に記載のガイドレール。
【請求項１２】
　前記基部と前記ブレード部との間に位置し、かつ前記基部および前記ブレード部に対し
て角度を成す、第１の傾斜部および第２の傾斜部をさらに備えることを特徴とする請求項
１０に記載のガイドレール。
【請求項１３】
　前記基部は、少なくとも１つのフランジをさらに備えることを特徴とする請求項１０に
記載のガイドレール。
【請求項１４】
　前記フランジが、
　第１のフランジ部と、
　第２のフランジ部と、
　前記第１のフランジ部と前記第２のフランジ部との間の屈曲部と、
　を備えることを特徴とする請求項１３に記載のガイドレール。
【請求項１５】
　前記第２のフランジ部は、前記第１のフランジ部と接触することを特徴とする請求項１
４に記載のガイドレール。
【請求項１６】
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　前記保護層が、腐食防止用の除去可能保護層であるとともに、前記除去可能保護層が、
引き剥がし可能なフィルムであり、前記フィルムは、除去可能な部位を画定するように穿
孔されており、
　前記保護層を被覆するステップは、前記除去可能な部位が前記ガイドレールのブレード
部上に配置されるように、前記保護層を被覆するステップを備えることを特徴とする請求
項１に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記ブレード部の少なくとも一つの部位が、腐食防止用の除去可能保護層を有するとと
もに、前記除去可能保護層が、引き剥がし可能なフィルムであり、前記フィルムは、除去
可能な部位を画定するように穿孔されていることを特徴とする請求項１０に記載のガイド
レール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、ガイドレールに関する。より具体的には、本発明は、エレベータシス
テム用のガイドレールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータシステムは通常、エレベータかごが昇降路内で垂直に移動するときにそれを
誘導するための一式のガイドレールを含む。典型的なガイドレールは一般的に、従来のブ
ラケットを使用して昇降路壁に固定される基部を有するＴ字形の断面を有する。基部から
離れて延在するブレード部は、ガイドローラまたはスライドがエレベータかごの動作中に
移動するガイド面を提供する。ガイドレールのブレード部は、エレベータの安全装置がオ
ーバースピード状態中に係合する表面をさらに提供する。これらの機能により、ガイドレ
ールのブレード部は、好適な表面特性を有しなければならない。従来のガイドレールは、
鋼から製造され、その表面は、昇降路内での使用時と同様、保管および輸送時に腐食から
保護される必要がある。ガイドレールの基部は一般的に、腐食を防ぐために塗装される。
しかしながら、ブレード部は、そのブレード部に作用しなければならないエレベータ安全
装置の動作に塗装が影響を及ぼすのを防ぐために塗装されない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　それでもなお、ガイドレールのブレード部は、設置以前に輸送および保管時の腐食から
保護される必要がある。従来の一方法としては、ワックスなどの耐食コーティングをブレ
ード部に被覆することが挙げられる。例示的なワックス系の耐食コーティングは、ケンタ
ッキー州レキシントンのＶａｌｖｏｌｉｎｅ社（ケンタッキー州コヴィントンのＡｓｈｌ
ａｎｄ社の一部門）から入手可能なＴＥＣＴＹＬ　５０６である。この被覆プロセスは、
コーティングの一貫性がある被覆を確実にすることができない。加えて、係合する安全装
置のためにコーティングを除去し、かつ好適な表面を確実にするための、一貫性がありか
つ／または効率的な洗浄プロセスが存在しない。コーティングを除去することに関わる労
力および費用は、エレベータシステムの設置に必要とされるさらなるコストおよび時間を
発生させる。加えて、コーティングは残念なことに、化学的溶剤を使用して設置場所で除
去されなければならない。この技法は、廃棄処分を必要とする溶剤で浸したぼろ布などの
廃棄物を発生させる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様によれば、エレベータシステム用のガイドレールの製造方法が、ガイド
レールを提供するステップと、腐食防止のためにガイドレールに保護層を被覆するステッ
プと、保護層の少なくとも一部を除去するステップとを含む。
【０００５】
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　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、ガイドレール提供ステップは、金属
のシートを提供するステップと、該シートをガイドレールに成形するステップと、を含み
得る。
【０００６】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、被覆ステップは、成形ステップ前に
行われ得る。
【０００７】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、成形ステップは、シート内に少なく
とも１つの屈曲部をもたらすことを含み、本方法は、屈曲部にシーラントを被覆するステ
ップをさらに含み得る。
【０００８】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、除去ステップは、ガイドレールから
保護層の少なくとも一部を剥がすことを含み得る。
【０００９】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、除去ステップは、溶剤を使用しない
。
【００１０】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、被覆ステップは、第１の保護層およ
び第２の保護層を被覆することを含み得、除去ステップは、第１の保護層の少なくとも一
部分を除去し得る。
【００１１】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、保護層は、プラスチックシートであ
り得る。
【００１２】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、プラスチックシートは、接着性裏材
を含み得る。
【００１３】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、保護層は、シリコーン、アクリル、
ポリウレタン、および／またはポリスルフィドを含むコーティングであり得る。
【００１４】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、本方法は、保護層を切削するステッ
プをさらに含み得る。
【００１５】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、切削ステップは、保護層を穿孔する
ことを含み得る。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、エレベータシステムのためのシートメタルのガイドレール
は、基部と、該基部から延在するブレード部とを備える。ブレード部は、エレベータシス
テムの案内装置および／または安全装置と係合するための第１の部分と、エレベータシス
テムの案内装置および／または安全装置と係合するための第２の部分と含む。第２の部分
は、第１の部分と接触する。
【００１７】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、ガイドレールは、第１の部分と第２
の部分との間に屈曲部をさらに含み得る。
【００１８】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、ガイドレールは、基部とブレード部
との間に位置し、かつ基部およびブレード部に対して角度を成す、第１の傾斜部および第
２の傾斜部を含み得る。
【００１９】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、基部は、少なくとも１つのフランジ
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をさらに備え得る。
【００２０】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、フランジは、第１のフランジ部と、
第２のフランジ部と、第１のフランジ部と第２のフランジ部との間の屈曲部とを含み得る
。
【００２１】
　あるいは、本発明のこの態様または他の態様では、第２のフランジ部は、第１のフラン
ジ部と接触し得る。
【００２２】
　本発明の別の態様によれば、前述のガイドレール（またはその代替物のうちのいずれか
）は、前述の方法（またはその代替物のうちのいずれか）に従って製造され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】エレベータシステムの選択された部分を概略的に示す図である。
【図２】従来のＴ字形のガイドレールの斜視図である。
【図３Ａ】本発明の保護層の１つの可能な構成を有する、エレベータのガイドレールに成
形される前の一片のシートメタルの平面図である。
【図３Ｂ】本発明の保護層の別の可能な構成を有する、エレベータのガイドレールに成形
される前の一片のシートメタルの平面図である。
【図３Ｃ】本発明の保護層の別の可能な構成を有する、エレベータのガイドレールに成形
される前の一片のシートメタルの平面図である。
【図４Ａ】本発明のガイドレールの１つの可能な構成に成形された図３Ａのシートメタル
の平面図である。
【図４Ｂ】保護層の一部が後で除去された図４Ａのガイドレールの平面図である。
【図５Ａ】本発明のガイドレールの１つの可能な構成に成形された図３Ｂまたは図３Ｃの
シートメタルの平面図である。
【図５Ｂ】保護層の一部が後で除去された図５Ａのガイドレールの平面図である。
【図６Ａ】本発明の保護層の１つの可能な構成を有する従来のガイドレールの平面図であ
る。
【図６Ｂ】保護層の一部が後で除去された図６Ａのガイドレールの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、エレベータシステム２０の選択された部分を概略的に示す。本発明に関連しな
いエレベータシステムの構成要素（例えば、ロープ／ベルト、ガバナアセンブリなど）は
考察されない。エレベータかご２２は、かご２２に装着された１つ以上の案内装置２６の
動作によって１つ以上のガイドレール２４に沿って移動することができる。前記案内装置
２６の例としては、既知の様式でガイドレール２４と係合するローラガイドまたは摺動ガ
イドシューが挙げられる。
【００２５】
　いくつかの構成では、図に示されないが、エレベータシステムは、１つ以上の案内装置
の動作によって１つ以上のガイドレールに沿って移動することもできるカウンタウエイト
を含み得る。カウンタウエイトのガイドレールもまた、本発明から利益を受け得る。
【００２６】
　図２は、従来のガイドレールを提供する。ガイドレール２４は、ブレード部２８と、基
部３０とを含む。基部３０は、例えば、既知のブラケットを使用して昇降路内にガイドレ
ール２４を装着するのを容易にする。ブレード部２８は、基部３０から延在し、エレベー
タかご２２の動作中に案内装置２６と係合する。この図解された例では、ブレード部２８
は、案内装置２６が移動する複数のガイド面４２を有する。ガイド面４２のうちの少なく
とも１つはまた、係合するエレベータ安全装置（図示せず）に対する制動面として機能す
る。既知であるように、エレベータ安全装置は、オーバースピード状態などのある特定の
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事象中にガイドレール２４と係合する。
【００２７】
　ガイドレール２４上の安全装置の係合は、ガイドレール２４上に大幅な曲げモーメント
をもたらす。ガイドレール２４は従来、このような曲げモーメントに耐えるのに必要な剛
性を達成する冷延鋼から製造される。
【００２８】
　本発明は、従来のガイドレール２４またはシートメタルから製造されたガイドレール２
４に使用され得る。図３Ａ、３Ｂ、および３Ｃは、ガイドレール２４に成形される前、す
なわち曲げられる前の平坦な一片のシートメタル７０を示す。シートメタル７０の１つ以
上の表面は、保護層で覆われ得る。
【００２９】
　図３Ａのシートメタル７０は、上面７２、底面７４、左側面７６、および／または右側
面７８を含む。表面７２、７４、７６、７８のうちのいくつかまたはすべては、保護層５
０を受容し得る。一例として、シートメタル７０の４つの面７２、７４、７６、７８のす
べては、保護層５０を受容し得る。別の例として、安全装置によって係合される表面（複
数可）のみが、保護層５０を受容し得る（例えば、上面７２）。さらに別の例として、安
全装置によって係合されない表面（複数可）のみが、保護層５０を受容し得る（例えば、
底面７４、左側面７６、および／または右側面７８）。さらに別の例として、図３Ａに具
体的に示されるように、シートメタル７０の主面だけが保護層５０を受容し得（例えば、
上面７２および底面７４）、副面は受容し得ない（例えば、左側面７６および右側面７８
）。
【００３０】
　保護層５０は、プロセスにおける任意の好適なステップでガイドレール２４の所望の表
面（複数可）に被覆されてもよい。シートメタル７０から成形された例示的なガイドレー
ル２４では、保護層５０は、（例えば、シートメタルの製造者が被覆を実施する）シート
メタル７０の初期の成形と、（例えば、ガイドレール２４の設置者が被覆を実施する）昇
降路内でのエレベータシステムによるガイドレール２４の使用と、の間（およびそれらを
含む）における任意の好適なステップで被覆されてもよい。特定の例として、保護層５０
は、シートメタル７０をガイドレール２４の形に成形する／曲げる前に、シートメタル７
０に被覆され得る。保護層５０をシートメタル７０に被覆することは、手動プロセス、自
動プロセス、または半自動プロセスであり得る。
【００３１】
　一例として、保護層５０は、シートに形成されるポリエチレンなどの（１つ以上の層に
おける）１つ以上のプラスチック材料で製造され得る。保護層５０は、ヘキサミン、ベン
ゾトリアゾール、フェニレンジアミン、ジメチルエタノールアミン、ポリアニリン、硝酸
塩、または亜硝酸塩などの腐食防止剤を含んでもよい。
【００３２】
　シートはまた、接着性裏材を有する。一例として、接着性裏材は、（例えば、輸送、設
置、および使用中に）ガイドレール２４に対して保護層５０を適切に保持するが、所望さ
れるときに接着性裏材を含む保護層５０（またはその部分）の除去を可能にする。この構
成では、保護層は、除去可能層５０となる。除去可能層５０として使用される例示的な製
品は、ペンシルバニア州ベンサレムのＰｒｅｓｔｏ　Ｔａｐｅ社から入手可能な３０Ｌ６
０　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｔａｃｋ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｆｉｌｍである。
【００３３】
　前述のシートというよりも、保護層５０は、ガイドレール２４（またはシートメタルの
ガイドレール、シートメタル７０とともに）に被覆される保護コーティング５０であり得
る。このようなコーティングは、例えば、噴霧、浸漬、ブラッシング、および／または鋳
込などの好適な方法によって被覆される液体コーティングであり、硬化または乾燥するの
を可能にし得る。例示的な保護コーティング５０としては、シリコーン、アクリル、ポリ
ウレタン、またはポリスルフィドが挙げられる。
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【００３４】
　様々な例示的な材料が提供されたが、当業者およびこの説明の利益を有する人々は、特
定の状況の必要性を満たすために保護層５０のための適切な材料（複数可）を選択するこ
とができるであろう。
【００３５】
　図３Ｂおよび３Ｃは、保護層の２つの代替的な構成を提供する。他の実施形態も可能で
ある。図３Ｂでは、保護層５０は、シートメタル７０の所望の部分を覆い、第２の保護層
５１がシートメタル７０の異なる部分を覆う。一例として、保護層５０、５１は、組み合
わされて、シートメタル７０のすべてまたはほんの一部分を覆い得る。保護層５１は、保
護層５０とは異なり、例えば、塗装もしくはワックス系の耐食材料等の上述される従来の
材料を使用するか、またはより強い接着性裏材を有する（したがって保護層５１は容易に
除去可能／剥離可能ではない）。
【００３６】
　図３Ｃでは、第２の保護層５１は、保護層５０を覆う。本質的に、保護層５０は、保護
層５１の被覆時にマスクとして機能する。前述の代替的な構成で考察されるように、保護
層５０、５１は組み合わされて、シートメタル７０のすべてまたはほんの一部分を覆い得
る。保護層５１は、保護層５０とは異なり、例えば、塗装またはワックス系の耐食材料等
の上述される従来の材料を使用する。
【００３７】
　図４Ａ～５Ｂは、図３Ａ～３Ｃで提供されるシートメタル７０から製造され得る本発明
の例示的なガイドレール２４を提供する。図４Ａ～５Ｂに示されるガイドレール２４は、
ブレード部２８と、基部３０とを備える概してＹ字形である。基部３０の各端部は、例え
ば、レールにさらなる剛性を提供するフランジ３２を含み得る。フランジ３２は、基部３
０から約９０°などの角度で延在することができる。フランジ３２は、シートメタル７０
内で約１８０°などの屈曲部３４によって形成されてもよい。この構成では、屈曲部３４
は、概ね平行な（および概ね接触する）２つのフランジ部３２ａ、３２ｂを形成する。
【００３８】
　基部３０は、その基部３０からブレード部２８に移行する２つの傾斜部３６を含むこと
ができる。傾斜部３６は、基部３０から約６０°などの角度で延在する。傾斜部３６は、
ガイドレール２４にさらなる剛性を提供することができる。
【００３９】
　ブレード部２８は、シートメタル７０内で約１８０°などの屈曲部４０を含むことがで
きる。屈曲部４０は、シートメタル７０の２つの概ね平行な（および概ね接触する）部分
４２を形成する。屈曲部４０は、図に見られるように、ガイドレール２４の鼻端（または
先端）であってもよい。部分４２のうちの１つまたは両方が、エレベータ安全装置によっ
て係合される（これらの部分もまた、案内装置２６によって係合されてもよい）。屈曲部
４０は、エレベータ安全装置によって引き起こされる制動力に耐えるようにガイドレール
２４にさらなる剛性を提供する。シートメタル７０の部分４２はまた、これらの部分４２
がブレード部２８の長さ（例えば、屈曲部４０と傾斜部３６との間）に対して互いに接触
するため、ガイドレール２４にさらなる剛性を提供し、実質的に、基部３０の２倍厚いブ
レード部２８を形成する。
【００４０】
　図４Ａ～５Ｂに示されるガイドレール２４上の保護層（複数可）の使用は、腐食を防ぐ
ことによりブレード部２８の所望の厚さを維持する役割を果たす。隙間腐食（例えば、屈
曲部３４、４０によって形成される隙間）を含む腐食は、ブレード部２８の厚さを変化さ
せ（通常、増加させ）、システム性能に影響を及ぼす。したがって、一例として、保護層
５０（図４Ａ／４Ｂ）または保護層５０、５１（図５Ａ／５Ｂ）は、隙間腐食が屈曲部３
４、４０におけるシートメタル７０の底面７４側の部分、ならびにフランジ３２およびブ
レード部２８等のそれらの屈曲部で隣接する領域（すなわち、シートメタル７０が自身と
接触する長さ部分）などで生じる、シートメタル７０の部分に被覆され得る。他の部分お
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【００４１】
　保護層（複数可）に代えて、またはこれに加えて、シーラント（図示せず）が隙間腐食
を防ぐために使用され得る。例示的なシーラントとしては、シリコーン、アクリル、ポリ
ウレタン、またはポリスルフィドが挙げられる。
【００４２】
　その利益にもかかわらず、エレベータ安全装置の適切な動作は、エレベータ安全装置に
よって係合される部分４２のうちの１つまたは両方の上の領域のうちの一部が保護層を全
く有しないことを必要とする。部分４２のうちの１つまたは両方の領域が保護層を全く有
しないことを確実にする１つの可能な手法は、保護層をこれらの領域に加えないことであ
る。
【００４３】
　部分４２のうちの１つまたは両方の領域がエレベータシステムの使用時に保護層を有し
ないことを確実にする代替的な様式は、エレベータ安全装置を使用する前にこれらの領域
から保護層を除去することである。一例として、保護層５０は、シートメタル７０に被覆
される前（すなわち、予め切削／穿孔される）、またはシートメタル７０に被覆された後
に切削／穿孔され得る。切削／穿孔（図示せず）は、プロセスにおける任意の好適なステ
ップで保護層５０の少なくとも一部を除去可能にする。例えば、保護層５０（および図３
Ｃと同様に保護層５０を覆う場合の保護層５１）の一部は、昇降路内のガイドレール２４
の設置後に除去されてもよく（すなわち、輸送および設置時にガイドレール２４のこの部
分を保護する）、保護層（複数可）５０、５１の残りはガイドレール２４の設置後であっ
てもガイドレール２４に残された状態となる（すなわち、使用時にガイドレール２４のこ
の部分をさらに保護する）。一例として、一旦レールがエレベータ昇降路内に設置される
と、エレベータ整備士／設置者は、保護層５０を手で剥がすことにより保護層５０（およ
び図３Ｃと同様に覆われる場合、保護層５１）の所望の部分を除去し得る。接着剤は、レ
ールから剥がされるときに除去可能層５０に当然に維持され、ガイドレール２４の表面上
にはほとんどまたは全く残留物を残さない。図４Ｂおよび５Ｂは、整備士／設置者が除去
可能層５０（および図３Ｃと同様に覆われる場合、保護層５１）の所望の部分（複数可）
を除去した後のシートメタルのガイドレール２４を示す。図に詳細に示されるように、整
備士／設置者は、部分４２から除去可能層５０を除去し（図４Ｂ）、部分４２から除去可
能層５０および保護層５１を除去した（図５Ｂ）。
【００４４】
　図６Ａおよび６Ｂは、従来のガイドレール２４上の本発明の保護層の使用を示す。図６
Ａでは、保護層５０は、部分４２などのガイドレール２４の所望の部分を覆う。ガイドレ
ール２４は、第２の保護層５１を含み得る。保護層５１は、（図６Ａに示されるように）
保護層５０の上に被覆され、および／または保護層５１は、ガイドレール２４の保護層５
０とは異なる部分を覆い得る。一例として、保護層５０、５１は、組み合わされて、ガイ
ドレール２４のすべてまたはほんの一部分を覆い得る。保護層５１は、保護層５０とは異
なってもよく、例えば、前述の塗装もしくはワックス系の耐食材料等の従来の材料を使用
するか、またはより強い接着性裏材を有する（したがって保護層５１は容易に除去可能／
剥離可能ではない）。
【００４５】
　開示の方法を用いることにより、腐食防止の一形態を除去するプロセスが簡略化され、
より確実となり、かつ／または、場合によってはより経済的となる。前述の説明は、本質
的に限定するものではなく例示的である。開示および例示されるものに対する変更および
修正は、本発明の本質から必ずしも逸脱しないことが当業者にとって明らかであろう。本
発明に付与される法的保護の範囲は、以下の特許請求の範囲を検討することによってのみ
決定され得る。
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